
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１１８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１６日（金） １５時４５分ごろ 

発生場所 千葉県富浦湾 

 千葉県南房総市所在の富浦港西防波堤灯台から真方位３２２.５°

１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０３.２′ 東経１３９°４８.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート i
アイ

 Ｒene
リ ー ン

、２５トン 

１４２０１１、川一産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

操船者、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷プロペラ及び舵板に破損等 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、操船者ほか同乗者３人を乗せ、京

浜港横浜第５区（以下「横浜区」という。）のマリーナに帰るため、

操船者が、フライングブリッジの操縦席に立ち、手動操舵で操船し、

本船の近くを航行する同航船と共に富浦湾を約１４ノットの速力で北

北西進していたところ、平成２５年８月１６日１５時４５分ごろ南房

総市富浦漁港北西方沖の暗岩に乗り揚げた。 

 船長は、機関室の約半分が浸水していることを認め、１１８番に通

報して海上保安庁へ救助を求めた。 

同乗者３人は、本船付近を航行していたモーターボートに救助さ

れ、横浜区のマリーナまで搬送されて同マリーナで下船した。 

船長及び操船者は、来援した巡視艇に乗船して調査を受けた後、マ

リーナの救助艇で横浜区のマリーナに戻った。 

本船は、沈没し、引き揚げられた後、廃船処分にされた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３  

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本船は、ＧＰＳプロッターを備えており、画面に浅所が表示されて

いた。 

船長は、出発時に操船者を操船に当たらせ、揚錨機の作動状態を確

認しながら、揚錨作業を行った後、フライングブリッジの中央で見張

りに当たり、航行の安全を確認した後、操船者と操船を交代する予定



 

であった。 

操船者は、本事故発生場所付近に浅所があることを知っており、マ

リーナに帰るときは富浦沖灯浮標を左舷方に見て航行していたが、本

事故当時、本船がいつもの航行経路より少し東側を航行していると思

っていた。 

 操船者は、付近の同航船が気になっており、ＧＰＳプロッターで船

位を確認していなかった。 

 操船者は、本事故後、海図及びＧＰＳを活用して操船していれば、

よかったと思った。 

 操船者は、船長の経験が約１０年あった。 

 海図Ｗ５５によれば、富浦漁港北西方沖には赤根などの浅所があ

り、暗岩が存在している。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、富浦湾を北北西進中、操船者が、付近の同航船が気にな

り、ＧＰＳプロッターで船位の確認を行っていなかったことから、暗

岩に向けて航行していることに気付かず、暗岩に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、富浦湾を北北西進中、操船者が、ＧＰＳプロッ

ターで船位の確認を行っていなかったため、暗岩に向けて航行してい

ることに気付かず、暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 

 

 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浅所付近の水域を航行する際は、ＧＰＳプロッターやレーダーに

危険区域を設定し、浅所に接近していないかどうかをＧＰＳプロ

ッター等で確認すること。 

 


